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1.序論

近年， fJ;が国の小児医療領域においても，療

養環境下の子どもに対する治療的介入のみに留

まらない，心理社会的な側面への支援の必要性

について，積極的に問われ始めるようになった。

入院した子どもはすべてメンタルヘルスの問題

をもっ1) という指摘もあり，各種学会の場にお

いても，入院児への心理的ケアや発達支援の必

要に関する様々な報告が展開され，それに伴う

議論が活性化している。また，入院している患

児のみならずその家族をも対象とする2)3) ケア

への関心が高まり，子どもの入院に伴うきょう

だいへの影響にも注目が向けられるようになっ

たヘ特に家族支援の重要性を痛感することが

少なくない小児看護5) においては，病む子ども

と共に，両親やきょうだいもまたその対象であ

ることを忘れてはならない6) など，患児のきょ

うだいも看護の対象としてみていく必要7) に関

する報告や指摘が続色病児のきょうだいに関

するケアヘの感心が高まりを見せる8)一方と言

える。

入院児のきょうだいが抱える問題は様々であ

り，臨床現場からは，同胞の入院に対するきょ

うだいの気持ちについてのインタビュー調査結

果2)や，きょうだいが登園拒否をする5)9)，不登

校になった5)10) 11) などの実際のケースとその支援

のための看護ケアの実際などが報告されている。

最近の調査研究においても，子どもの入院が

きょうだいへ及ぼす影響として，母親の不在に

よる食事，睡眠，遊び，学習などの生活リズム

のくずれ8) 9)や，母親との分離不安がきょうだ

いの生活面，身体面，精神面，情緒面，心理面
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および行動面などの様々な側面に影響すること

が明らかにされてきた4)8)ロ)。いずれも，健康で、

あるはずのきょうだい凶の成長発達への影響を

危慎するものであり，積極的なきょうだい支援

に関する研究の継続と，実際の支援活動の必要

を強く示唆するものと言える。

核家族化が進行する現代社会においては，母

親の付き添いによって家に残されたきょうだい

は 1人であることが多いとされるヘきょうだ

いが病院へ同伴した際も，感染予防などの見地

から面会規制を設けた方がよい，との考えが一

般的になっている 2)4)ため， 15歳未満の子ども

の病棟内立ち入り禁止日)措置などにより，きょ

うだいがひとりで病棟外で待たされていて危険

である 9)日)という報告もある。前述の先行研究

の結果が示す通り，母親との関係を中心とする

親子関係が最も重要な時期18)の子どもを単独に

せざるを得ない状況が，子どもの精神面，情緒

面を含む成長発達に深刻な影響を及ぼすことは

明白である。しかし更なる認識の促進が必要

とされるのは，きょうだいが事故や事件に遭遇

する等の安全面に関する問題である。

昨年起こった病院からの乳児誘拐事件や，昨

今の病院内での刃物や発砲による死傷事件の頻

発などから明らかなように，病院内と言えども

通常の社会環境と同様に，安全が保障されてい

るとは決して言えない。特に，乳幼児期の子ど

も等の低年齢児が，自分の充分な安全を自ら確

保することは困難である。しかしこれまでに，

病児のきょうだいの安全面という視点に立つ研

究が，充分に進められてきたとは言えない。
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11.目的

本研究においては，小児専門の医療施設にお

いて単独で行動している，就学前幼児などの低

年齢児と見られる子どもの実態について把握し，

安全性という側面からきょうだい支援の必要性

について検討する。

m.方法

1 .調査期間

2006年10月19日(木)から21日(士)までの

3日間， 10時から15時の間に行った。

2.調査対象

A県の小児専門病院に来院し，病院内外にお

いて行動している，就学前の 1'"'-5歳の幼児と

見られる子どもを対象とした。本研究において

は，その子どもを低年齢児と定義する。

3.調査内容

調査先病院の外来担当保育士 1名と調査員 3

名が，外来待合の巡回を行った。周囲に保護者

が見当たらず数分間 1人行動している低年齢児，

および複数の子どものみで行動していた低年齢

児を保護者の監視下にいないものと判断し，単

独行動をしているとみなした。その時点を発見

時間とし，発見場所とともに記録した。更に，

発見時の子どもの行動について，誰といるか，

何をしているかの 2点について観察し記録した。

その後子どもが保護者と再会するまで同行し，

保護者との再会時間，再会場所，再会した保護

者および、再会時の保護者の行動について記録し

た。

4.倫理的配慮

低年齢児の単独行動に際しては，基本的には

3名の調査員が単独行動をする低年齢児から目

を離さず，子どもの行動を観察記録した。危険

と思われる場面においては，適宜声掛けや危険

行動の制止などを行った。調査先の専門病院に

は，様々な疾患や障害により身体的発達が標準

値よりも大きく離れている子どもも多く来院す

ることから，保護者の心情に配慮して，本調査

においては子どもの年齢は聴取しないこととし

た。
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N.結果

3日間で計51名の単独行動している低年齢児

が観察された。以下，調査項目に従って報告す

る。

1 .低年齢児の発見場所(図 1) 

外来待合のプレイコーナーが23名 (45%) と

最も多く，次いで正面入口前のフロアが 9名

(18%)であった。階段付近が8名 (16%) と3

番目に多く，診察室や検査室付近が5名 (10%)

と続いた。その他注目される場所として，少数

ではあるが，正面入口付近や，売庖，病棟入口

前があった。

図 1 低年齢児の発見場所と保護者との再開場所

外来プレイコーナー

正面入口前フロア

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

2.低年齢児の発見時の様子(図 2， 3) 

40名 (78%)の低年齢児が発見時に 1人で行

動していた。きょうだいと一緒にいたのは10名

(20%)で，身内ではない他の子どもと行動して

いたケースもあった(図 2)。発見時の行動内

容としては， 38名 (75%)が遊んでおり， 8名

(16%)が移動をしていた。その他，誰かを待

つ様子の子どもも見られた(図 3)。危険行動

として調査員が注意を促し，行動を制止したも

のとして， Iプレイコーナーの窓から出入りし

ていたJ，Iプレイコーナーからひとりで出て

行ったJ，I待合ソファの上を走り回っていたJ，
「椅子や階段付近の傾斜を滑り台にして遊んで

いたJなどがあった。また， 8名(16%)の子

どもの危険行動について，調査員による制御が

困難として保育士の介入を依頼した。
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図2 低年齢児の発見時の行動(誰といたか)

.ひとりでいた

国きょうだいといた

口他の子どもといた

図3 低年齢児の発見時の行動(何をしていたか)

.遊んでいた

移動していた

口誰かを待っていた

口その他

3.保護者との再会場所(図 1) 

再開場所としては，プレイコーナー20名 (39%)， 

診察室，検査室付近8名 (16%)，階段付近6名

(12%) と，発見場所と同様の場所で再会する

ケースが多かった。その他少数ではあるが，低

年齢児が元々いた場所から，受付・会計カウン

ター付近，屋外のプレイコーナーへ移動する行

動が見られた。また，プレイコーナーで保護者

と再会した20名の内，発見場所と再会場所が共

にプレイコーナーであった低年齢児は17名(85%)

であった。

4.再会した保護者

低年齢児が再会した保護者は，母親が33名

(65%) と最も多く，次に父親10名 (20%)で

あった。両親揃つての再会が5名 (10%)，祖父

母が2名 (4%)いた。その他 1名の子どもは，

調査終了時までに保護者が発見されなかったた

め不明となった。

5.再会までの時間(図 4)

今回観察された低年齢児の約半数である27名

(53%)は 10分未満で保護者と再会していたが，

20名 (39%)は再会まで10分以上を要し， 4名

(8 %)は30分以上を要した。その内， 63分再会

出来ずにいた l名 (2%)は，外来プレイコー

ナーで 1人で、遊んで、いた。

図4 再開までの時間

l分以上 5分未満

5分以上10分未満

10分以上20分未満

20分以上30分未満

30分以上60分未満

60分以上

0% 5 % 10% 15% 20% 25% 30% 35% 

6. 再会までの保護者の行動(図 5) 

低年齢児と離れている聞の保護者の行動は，

無回答などにより 17名が不明であったが，その

他34名の内訳としては， I患児の診察，検査，

保健相談を受けていた」が14名 (41%) と最も

多く，次いで， I受付，会計を行っていた」等の

患児の受診に関する事務的な行動が8名 (24%)

であった。その他， I (単独でいた低年齢児以外

の)子どもと遊んでいたj 3名(9 %)， I看護

師や医師と話していたJ2名 (6%)， Iぼんや

りしていたj 2名 (6%)の保護者がいた他，

「母親同士で話していたj，Iトイレに行っていたj，

「売庖に行っていたj，I本を読んでいた」保護

者がそれぞれ 1名ずつ見られた。 3日間51名の

内，単独行動をしている「低年齢児を探してい

た」保護者は 1名のみであった。

図5 再開までの保護者の行動

診察・検査・保健相談を受けていた

受付・会計を行っていた

他のきょうだいと遊んでいた

看護師や医師と話していた

ぼんやりしていた

母親同士で話していた

トイレに行っていた

売庖に行っていた

本を読んでいた

低年齢児を探していた

。%5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 
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7. 来院目的

11名 (22%) の保護者が，低年齢児のきょう

だいである患児の受診あるいは面会をしていた

と答え， 10名 (20%)が低年齢児本人の受診と

答えた。 30名 (59%)の保護者については，引

き渡し時のタイミング等の問題などにより，聞

き取りが不適当あるいは不可能と判断して不明

とした。

v.考察

1.低年齢児がいた場所

今回の調査結果からは，低年齢児の発見場所

および保護者との再会場所は，ともに外来待合

に設置されたプレイコーナーが多いことが明ら

かにされた。玩具や絵本が設置され，保育士や

ボランテイアが遊びの援助を行うプレイコー

ナ}に，子どもが集まりやすいことは納得のい

く結果である。しかし同時に，子どもの発見場

所と保護者との再会場所が，共にプレイコー

ナーであったケースが85%であったという結果

からは，遊びの援助者である保育士やボラン

テイアの存在によって，保護者がプレイコー

ナーを託児場所として理解日)あるいは期待して，

子どもをそこで待たせていたことも考えられる。

実際に， Iここ(プレイコーナー)で、遊んで、待っ

ているように言われた」等の発言も子どもから

聴取された。

しかし遊びに飽きる，他児とトラブルを起

こす，付近に見当たらなくなった親を探すなど，

子どもが何らかのきっかけによって遊びを中断

し，母親の指示に反してプレイコーナーを飛び

出していくことも充分に予想される。本調査の

観察記録からも， Iプレイコーナーの窓(床面

より高さ60cm)から出入りしていたJ，Iプレイ

コーナーからひとりで、出て行ったJなどの危険

行動が認められており，事故の発生を懸念して，

調査員が保育士への介入を依頼しているケース

も少なくなかった。したがって，正式な託児場

所としての機能が準備されていない外来待合の

プレイコーナーは，職員やボランテイアの介在

によっても安全な空間であるとは言い切れず，

我が子から目を離さない等の保護者に対する注

意の喚起が必要とされる。しかし，核家族化の

進行などによる昨今の家族形態の問題から，母

親が患児の診察や面会に際してそのきょうだい

を病院に同伴し，単独で待たせざるを得ない状

況があることも充分に考えられる。不慮の事故

等の発生により，子どもの療養環境の向上を本

来の目的とした外来プレイコーナーの設置や，

保育士やボランテイアによる遊びの援助を必要

悪としないためにも，きょっだい支援を目的と

する託児システムの構築など，組織的検討が推

進されることが望まれる。

また，今回の調査結果から特筆すべきことは，

階段付近に低年齢児が少なくなかったことであ

る。本調査において把握された低年齢児の危険

行動として， I椅子などの備品を滑り台代わりに

して遊んでいた」という記録が示す通り， I経験

の助けを借りずに自分の世界を忙しく探検する

食欲な登山家」とも言われる 14)幼児は，一般的

に高いところを好み，また階段の昇降も楽しい

遊びとして捉えるため，多くの子どもが階段付

近にいたことは不思議なことではない。しかし，

子どもの登る能力はバランスをとる能力や理性

力と釣り合っていないので，特に高い所から転

落しやすいヘ年長児に比べ 4歳未満児は転落

による頭部外傷の頻度が高く 1ヘ重症外傷や致

死的外傷に至ることがあるため，病院内におい

ても多くの子どもが危険にさらされていると言

える。就学前年齢に達するまでに，子どもは自

分で歩いたり走ることができるようになるため，

乳幼児期ほどきちんと監督されなくなるヘ低年

齢児の階段付近での遊びゃ移動に対して，保護

者のみならず病院職員もまたその危険性につい

て深く認識し，院内事故予防のために環境整備

を含めた細心の注意を払っていくことが必要で

ある。

本調査では少数ではあったが，売庖，正面入

口ドア付近に低年齢児が単独でいたことも注目

される。売庖では，低年齢児が商品や備品をい

たずらする，欲しいものをポケットに入れる，

勝手に持ち出すなど，結果として器物損壊や万

引き等に値するトラブルも起こしかねない。こ

れらの反社会的な行動ととらえがちな子どもの

14-
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反応については，待ち時間などによるストレス

や親の注目や関心をひくための， sosのサイン

としてとらえることが重要である九保護者の

注意の喚起はもちろんのこと，この件に関する

病院職員や売庖職員の共通理解や， トラブル防

止のための連携も考えられる。

また，本調査先の病院のように正面入口前が

ロータリーになっている場合，パス，タクシー，

自家用車等が頻回に出入りする。それらの乗り

物への強ド興味関心から，低年齢児が戸外へ飛

び出してレくことや， ドアの開聞に伴う衝突事

故の可能性も予測される。正面入口は，車の往

来のみならず不特定多数の人の出入りが激しい

ことから，子どもの連れ去りなど犯罪の発生の

危険性も高い。今回の調査結果からは少数だ、っ

たとは言え，大事故や大事件につながりやすい

場所にも低年齢児がいたことについて再認識す

る必要があり，警備員などのマンパワーの常駐

など，安全管理体制の在り方についても組織的

に再考される必要がある。

感染予防などの見地によるきょうだいの面会

規制の一般化2)4) によって，きょうだいが病棟

の外に 1人で取り残される状況がみられる。取

り残されたきょうだ、いは，強い孤独感や不安感，

無気力感を感じている 2) だけでなく，暇を持て

余し危険を伴う探索行動をするωこともある。

それらへの対応として，病棟入口前で 1人で泣

いているきょうだいや逸脱行動を繰り返すきょ

うだいと，保育士が17時以降からの勤務時間外

にも一緒に遊んで待つことが少なくないω とす

る報告もある。不特定多数の外部者が終日出入

りすることのできる病院内は，街中同様に決し

て安全な坊所とは言えないへ特に，外来診察

時間の終了や職員の退勤によって人目が少なく

なり，照明も落ちて病院全体が薄暗くなる夕方

からの時間帯に，低年齢のきょうだいが病棟外

で 1人で待たされていることは非常に危険であ

る9)印ことへの緊迫感が必要である。今回の調

査では，病棟入口前で入院児の面会をしている

母を待っていた低年齢児は 1名のみであったが，

平日 2日間を含む10時から15時という早い時間

に行われたため，保護者の面会を待つ子どもが

比較的少なかったことも考えられる。

2.低年齢児が単独でいた時間

低年齢児が単独でいた時間に注目すると，約

半数が親との再会に10分以上を費やしている。

事故発生の状況から考えると，親が近くにいて

も事故は一瞬で起こることから，長時間単独で

いる方が事故に会いやすいとは一概に言えない。

しかし長時間待たされることで子どもは退屈

し待つように言われた場所を離れて探索活動

を開始し，より刺激的な遊びを行う可能性も充

分にある。また，犯罪の機会をうかがっている

者にとっては，長時間単独行動している子ども

について，その機会を得やすいのは当然である。

事故などによる外傷で入院したり救急外来に

搬入されてきた場合，その後90~180 日はきょ

うだいが同様の外傷を受ける危険性が1. 5~ 2 

倍近く高くなるという報告がある 16)。その要因

として複数あると考えられるが，なかでも家族

内のストレスが重要な要因であるとされている。

つまり保護者の目が行き届かないことに加えて，

家族のストレスがきょうだいの行動自体に影響

を及ぼし事故につながる可能性が指摘されて

いるmo したがって，入院児のきょうだいへの

支援には，院内，院外に関わらず，事故予防も

重要な課題として組み入れられるべきであると

考えられる。しかしそれに対する組織的およ

び社会的認識は未だ充分とはいえない。これま

での研究報告としては目に触れることは少ない

が，多くの保護者がこの様な状況に不安を感じ

て当然と考えられる9) ため，家族支援の内容や

方向性についても，現状に対する評価を繰り返

すことが求められる。

3.組織的検討の必然性

以上のことから，多くの病院が子どもの事故

予防に関して特別な配慮をしているとは考えに

くく，その意味からも医療施設における安全性

も，一般の施設とほぼ同様と考える必要がある。

小児看護領域を中心とした先行研究においては，

家族看護への関心と共に，病児のきょうだいを

も看護の対象として位置付ける2)3) 5) 6)凶考えが

普及しており，来院したきょうだいの様子を観

察したり話しかけて励ましゃ労いをする 3) こと
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や，きょうだいが心身ともに健康に生きていく

ことができるように支えていく凶ことを看護師

の役割として，病児のきょうだいに対しても関

心を持つことや実質的な支援の必要があること

が指摘 3)4) されている。しかし，今回の結果で

も見られたような，主に病棟の外にいる患児の

きょうだい達をも看護師が細かく気遣い，その

気持ちゃ安全性にまで配慮したケアを実現する

ことは，果たして多忙を極める臨床現場におい

て現実的なことであろうか。思いはあっても，

実際の支援につなげることはなかなか困難であ

ることも予想される。

核家族化の進行によって，子どもの病気に伴

う家族の負担はいつそう大きくなつている6)ω

その結果として子どもをひとりにせざざ、るを得な

い昨今の社会状況においては，子どもの生命を

守るための組織的な支援体制が構築されること

が望まれる。その手始めとして，病院内におけ

るきょうだいの面会規制に関する再検討が考え

られる。 WHOの勧告でも i(前略)きょうだい，

他の肉親，友達の面会も勧奨すること」印)とし

ているが，感染症のチェックや病棟外での面会

を許可する等，きょうだ、いの病棟内への出入り

や面会の柔軟化を検討していく必要性がある山)針。

更に，面会に際するきょうだいへの配慮の必

要性20) に関して，院内託児室の設置9)が考えら

れるが，実際に運営している病院からは，マン

パワーとしてのボランテイアの定期的な確保や

交通費の負担，責任の所在等の様々な問題が生

じている9) ことが報告されている。ボランテイ

アや一部の職員の善意のみへの依存には無理が

生じやすいと考えられ，可及的速やかな組織的

検討が必然とされている。いずれにしても本支

援問題は，一瞬にして起こり得る事故，事件か

ら子どもの生命を守るためにも，決して置き去

りにされてはならない問題である。
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